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平成24年成人式のお知ら
せ

年末年始火災予防運動
～12月15日から
　平成24年１月14日～

離職によって住宅や生活
にお困りの方へ

福島県最低賃金が改定さ
れました

催し 消防 くらし

くらし

　平成24年の成人式を来年の１月に
開催します。
　成人式は、成人として社会に認め
られ、社会人としての権利と責任を
自覚するための大切な「二

は

十
た

歳
ち

」の式
です。ぜひご出席ください。
　まだ申し込みをされていない方
は、公民館へご連絡をお願いします。
■日時
　平成24年１月８日㊐　10:30～
■会場
　多目的研修集会施設（大ホール）
■該当者　平成３年４月２日～平成
４年４月１日生まれの方
※就職や学校の関係で、小野町以外
　に住所がある方も出席できます。
■申し込み　公民館　☎72ｰ2125

セルフスタンドでの安全
な給油

消防

◎給油のときに守ってほしいこと
・パーキングブレーキを作動させ、
完全に停車する。
・降りるときは、窓・ドアを閉め、
必ずエンジンを切る。
・燃料の種類をしっかり把握し、確
認する。
・給油前に必ず「静電気除去シート」
に触れてから、給油キャップを開
ける。
・たばこをくわえたままで給油しない。
◎油の吹きこぼれを防ぐには
・給油ノズルを止まるところまで確
実に差し込む。
・給油ノズルのレバーは止まるとこ
ろまで確実に引く。
・自動的に給油が止まったら、それ
以上は給油しない。
・給油後は、給油ノズルを確実に元
に戻す。

問郡山消防本部予防課
☎024ｰ923ｰ1850
問町民生活課　☎72ｰ6933

　本格的な冬を迎え、暖房器具など
火器を使用する機会が増えます。
　さらに年末年始の慌ただしさか
ら、火器への注意がおろそかになる
ことで火災の発生が懸念されますの
で、火の取り扱いには十分注意して
ください。
　また飲食店、旅館・ホテルなどを
利用するときは、避難口などを確認
するようにしましょう。

第42回私たちの防火標語　優良賞
『大丈夫？　指差し点検　合言葉』
 赤坂菜摘さん（小野新町小６年）

個人事業税の納期のお知
らせ

税

　個人事業税とは、個人で事業を
行っている方に課税される県の税金
です。
　個人事業税の納期限は、通常、第
１期分が８月末日、第２期分が11月
末日とされていますが、今年度につ
いては東日本大震災に伴う納期限の
延長措置により、課税が延期されて
います。
　このたび期限延長の解除に伴い、
今年度の納期限が第１期分は平成24
年１月４日㊌、第２期分が２月29日
㊌となりますので、お知らせします。
　課税の対象となる方には、12月上
旬に県中地方振興局県税部から納税
通知書が送付されていますので、最
寄りの金融機関で納期限までに納め
るようお願いします。また預金口座
からの振替納税を利用する方は、県
中地方振興局県税部までお申し込み
ください。なお新たに振替納税を申
し込んだ場合は、第２期分からの取
り扱いとなります。
問県中地方振興局県税部課税第１課事
業税チーム　☎024ｰ935ｰ1251

　国では地方自治体などと連携し
て、離職に伴い住宅を失ったり、失
う恐れのある方に対し、第二のセー
フティネットとして、下記の相談や
情報提供を行っていますので、ご相
談ください。
▷就職支援
　再就職のための職業訓練や職業紹
介を行います。職業訓練を受ける場
合は、一定の要件を満たせば職業訓
練受講給付金の給付が受けられま
す。
▷住宅支援
　住宅を失ったまたは失う恐れのあ
る方に対し、住居の提供や家賃のた
めの給付を行います。
▷入居資金
　住居を失った方に対し、新たに入
居するために必要な敷金、礼金など
の初期費用の貸し付けを行います。
▷生活資金
　公的資金の貸付開始までの期間あ
るいは職業訓練期間中の生活費など
の貸し付け・給付を行います。
問ハローワーク郡山　☎024ｰ942ｰ8609

　福島県の最低賃金が11月２日か
ら、時間額657円を１円引き上げて
658円となりました。同日以降は、
最低賃金法の規定により、改正後の
最低賃金額未満で労働者を雇用して
はならず、同額未満の賃金で雇用契
約を締結した場合にはその契約は無
効となります。
　「最低賃金制度」は、すべての労働
者の賃金の最低限を保障するセーフ
ティネットです。詳しくは厚生労働
省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページアドレス　
http://www.mhlw.go.jp/


